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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【公表番号】特表2008-524408(P2008-524408A)
【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-027
【出願番号】特願2007-547246(P2007-547246)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   5/00     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   7/253    (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   7/24     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  64/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ   5/00    ＣＦＤ　
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５２６Ｇ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５３１Ｚ
   Ｃ０８Ｇ  64/28    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月4日(2008.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続射出成形過程の最初の５分間で製造された対応する射出成形品から１００ｍｍの距
離において測定される電場の全体値が－３０～０ｋＶ／ｍ、好ましくは－２０～０ｋＶ／
ｍであることを特徴とする支持材料。
【請求項２】
　連続射出成形過程の１８０～１８５分後における対応する射出成形品から１００ｍｍの
距離において測定される電場の値が０～＋２５ｋＶ／ｍ、特に好ましくは０～１８ｋＶ／
ｍであることを特徴とする、請求項１記載の支持材料。
【請求項３】
　被覆される透明な成形品用の請求項１または２記載の支持材料。
【請求項４】
　請求項１～３記載の支持材料としてのポリカーボネート。
【請求項５】
　成形品および押出物の製造用の請求項１～４記載の支持材料の使用。
【請求項６】
　請求項１～４記載の支持材料から得られ得る成形品および押出物。
【請求項７】
　請求項１～４記載の支持材料から得られ得る光学データ記憶媒体または拡散スクリーン
。


	header
	written-amendment

